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(57)【要約】
【課題】本発明は、従来の流体収納袋を製造するコスト
を僅かにアップするだけで、従来の流体収納袋よりもさ
らに強度を高めることができる流体収納袋を提供するこ
とを目的とする。
【解決手段】本発明に係る流体収納袋Ａは、表裏２枚の
シートよりなり全周が一箇所を残して密封され、底部を
有する袋本体１０と、前記袋本体の上方に延設された延
長部２０と、前記延長部に形成した前記表裏２枚のシー
トを貫通する上部側穴２４と、前記上部側穴の少なくと
も左右両側を含む上方側に貼着した上部補強シート２４
’とからなり、前記袋本体の底部左右に形成された隅角
部に形成した前記表裏２枚のシートを貫通する底部側穴
と、前記底部側穴の少なくとも左右両側を含む下方側に
貼着した底部補強シートとからなることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏２枚のシートよりなり全周が一箇所を残して密封され、底部を有する袋本体と、
　前記袋本体の上方に延設された延長部と、
　前記延長部に形成した前記表裏２枚のシートを貫通する上部側穴と、
　前記上部側穴の少なくとも左右両側を含む上方側に貼着した上部補強シートとからなる
　ことを特徴とする流体収納袋。
【請求項２】
　前記袋本体の底部左右に設けられ、溶着部により袋本体から流体収納部を遮断して形成
された隅角部と、
　前隅角部に形成した前記表裏２枚のシートを貫通する底部側穴と、
　前記底部側穴の少なくとも左右両側を含む下方側に貼着した底部補強シートとからなる
　ことを特徴とする請求項１に記載の流体収納袋。
【請求項３】
　前記底部は表裏２枚のシートを折り返して形成してなるガゼット状をなしている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の流体収納袋。
【請求項４】
　前記上部補強シートを前記上部側穴の周囲に貼着した
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の流体収納袋。
【請求項５】
　前記上部補強シートを前記上部側穴の表裏に貼着した
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の流体収納袋。
【請求項６】
　前記底部補強シートを前記底部側穴の周囲に貼着した
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の流体収納袋。
【請求項７】
　前記底部補強シートを前記底部側穴の表裏に貼着した
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の流体収納袋。
【請求項８】
　身体装着用紐を備えた
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の流体収納袋。
【請求項９】
　前記延長部に前記身体装着用紐を収納するための収納部を設けた
　ことを特徴とする請求項８に記載の流体収納袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体や気体等の流体を収納する流体収納袋に関し、特に液体を収納して搬送
したり、気体を収納して浮袋として使用するのに好適な流体収納袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者は、先に、飲料水を保存するなどの目的で、下記特許文献１及び２に示される
ように、表裏２枚のシートよりなり全周が一箇所を残して密封されてなる袋本体と、一端
側が前記一箇所に接続され、他端側が袋本体の外方に延出した扁平筒状の注入排出筒と、
前記注入排出筒における前記袋本体近傍の基部の前面側に配したポケット部とからなり、
前記注入排出筒をその軸方向に折り畳んでポケット部に収納することにより、注入排出筒
の開口部を閉塞することができ、袋本体の上部溶着部より上方に延びた延長部を形成して
当該延長部に手提用の穴を設け、袋底部の左右両側の隅角部に穴を設け、前記手提用の穴
と底部の穴との間に紐を掛け渡して背負うことができるように構成した流体収納袋を発明
した。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３１５４４５号公報
【特許文献２】国際公開第２００９／０５４１７１号（特許第４８８０７５４号）公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記のような袋においては、これに流体を収納して注入排出筒の開口部を閉塞した場合
に、通常の保管及び搬送における使用状況においては全く問題は生じない。しかし、液体
を収納した袋を手提用の穴を利用して手で提げたり手提用の穴及び底部の穴に紐を掛け渡
してリュックのように背負う場合や、気体を封入した袋を前記手提用の穴及び底部の穴に
紐を掛け渡して身体に装着することにより浮袋として使用する場合には、前記従来の袋は
十分に対応できる強度を有するものであるが、紐によって引っ張られる手提用の穴及び底
部の穴の引っ張り力に対する強度をさらに高めた方が安心である。
【０００５】
　本発明は、従来の流体収納袋を製造するコストを僅かにアップするだけで、従来の流体
収納袋よりもさらに強度を高めることができる流体収納袋を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の請求項１に係る流体収納袋は、表裏２枚のシートよりなり全周が一箇所を残し
て密封され、底部を有する袋本体と、前記袋本体の上方に延設された延長部と、前記延長
部に形成した前記表裏２枚のシートを貫通する上部側穴と、前記上部側穴の少なくとも左
右両側を含む上方側に貼着した上部補強シートとからなることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の請求項２に係る流体収納袋は、上記請求項１に記載の構成に加えて、前記袋本
体の底部左右に設けられ、溶着部により袋本体から流体収納部を遮断して形成された隅角
部と、前隅角部に形成した前記表裏２枚のシートを貫通する底部側穴と、前記底部側穴の
少なくとも左右両側を含む下方側に貼着した底部補強シートとからなることを特徴とする
。
【０００８】
　本発明の請求項３に係る流体収納袋は、上記請求項１又は２に記載の構成に加えて、前
記底部は表裏２枚のシートを折り返して形成してなるガゼット状をなしていることを特徴
とする。
【０００９】
　本発明の請求項４に係る流体収納袋は、上記請求項１～３のいずれか１項に記載の構成
に加えて、前記上部補強シートを前記上部側穴の周囲に貼着したことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の請求項５に係る流体収納袋は、上記請求項１～４のいずれか１項に記載の構成
に加えて、前記上部補強シートを前記上部側穴の表裏に貼着したことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項６に係る流体収納袋は、上記請求項１～５のいずれか１項に記載の構成
に加えて、前記底部補強シートを前記底部側穴の周囲に貼着したことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項７に係る流体収納袋は、上記請求項１～６のいずれか１項に記載の構成
に加えて、前記底部補強シートを前記底部側穴の表裏に貼着したことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の請求項８に係る流体収納袋は、上記請求項１～７のいずれか１項に記載の構成
に加えて、身体装着用紐を備えたことを特徴とする。
【００１４】
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　本発明の請求項９に係る流体収納袋は、上記請求項８に記載の構成に加えて、前記延長
部に前記身体装着用紐を収納するための収納部を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る流体収納袋は、上記のように構成したことにより、上部補強シートが上部
側穴を補強し、底部補強シートが底部側穴を補強することになるため、上部側穴及び底部
側穴の引っ張り力に対する強度がさらに高まるので、液体を収納した袋を手で提げたり、
身体装着用紐を上部側穴と底部側穴とを掛け渡してリュックのように背負う場合や、気体
を封入し、身体装着用紐を利用して身体に装着して浮袋として使用する場合に、従来以上
に安心して使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例１の流体収納袋の上半部を示す正面図である。
【図２】実施例１の流体収納袋の下半部を示す正面図である。
【図３】本発明に係る実施例の流体収納袋に流体を収納し、付属の紐を取り付けて背負え
る形態に構成した状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の好適な実施例を添付の図に従って詳細に説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１及び図２において、Ａは本実施例の液体又は気体等の流体を収納する流体収納袋で
あり、流体収納袋Ａは、主として、液体又は気体等の流体を収納する袋本体１０と液体又
は気体等の流体を出し入れする一つの注入排出筒３０とから形成される。図１は流体収納
袋Ａの上半部を示し、図２は流体収納袋Ａの下半部を示す。
【００１９】
　各図に示すように、袋本体１０は、プラスチックフィルム等よりなる表裏２枚のシート
１０ａ，１０ｂをその四周において溶着することにより形成されている。すなわち、溶着
部は、上部溶着部１２ａ、左側溶着部１２ｂ、右側溶着部１２ｃ、底部溶着部１２ｄ，１
２ｅがあり、いずれも線状に溶着されている。なお、袋本体１０は、上部溶着部１２ａよ
り下の箇所をいう。
【００２０】
　そして、図１に示す上部溶着部１２ａにおいては、表裏シート１０ａ，１０ｂが溶着さ
れているが、上部溶着部１２ａの線上であっても、図１における中央部よりやや左の液体
又は気体等の流体が送通する流体送通箇所１４においては、表裏シート１０ａ，１０ｂは
溶着されていない。
【００２１】
　また、図１に示すように、上記表裏シート１０ａ，１０ｂは、上部溶着部１２ａより上
方に延設された延長部２０を形成している。すなわち、この延長部２０は、その上端２０
ａと左右両側部２０ｂ，２０ｃとにおいて、表裏シート１０ａ，１０ｂが溶着されること
により形成される。この上端の溶着部２０ａは、図１における左側の箇所２２において表
裏シート１０ａ，１０ｂは溶着されていない。この非溶着箇所２２は、前記の上部溶着部
１２ａにおける流体送通箇所１４と軸方向に一致した位置にある。そして、この非溶着箇
所２２を扁平な筒状体よりなる注入排出筒３０が通過している。また、前記非溶着箇所２
２において、表裏シート１０ａ，１０ｂと注入排出筒３０とは溶着されていない。
【００２２】
　２４は、延長部２０に形成した前記表裏２枚のシート１０ａ，１０ｂを貫通する上部側
穴であって、延長部２０に設けた主として手提用として使用する穴であり、上部側穴２４
に指を差し入れて流体収納袋Ａを手で提げることができるようになっている。
【００２３】
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　そして、袋本体１０に液体を収納した流体収納袋Ａを持ち上げた場合において、この上
部側穴２４は、それ自体で十分な強度を有するものであるが、より一層の強度を付与する
ために、上部側穴２４の周囲に上部補強シート２４’が貼着されている。なお、上部補強
シート２４’を貼着する箇所は、上部側穴２４の周囲に限られるものではなく、少なくと
も上部側穴２４の左右両側を含む上方側に上部補強シートを貼着してもよい。また、本実
施例においては、製造の手間及びコストの関係で上部側穴２４の周囲の表裏シート１０ａ
，１０ｂの一方の外面に上部補強シートを貼着しているが、表裏シート１０ａ，１０ｂの
双方の外面、すなわち表裏両面に上部補強シートを貼着してもよい。
【００２４】
　上部補強シート２４’は、被貼着部に対する側に粘着剤層を有し、反対側の面が面ファ
スナーの雌側であるループが形成されたものを使用している。このような上部補強シート
２４’は、ループを形成する基材シートが丈夫であるために十分な強度を備えており、か
つ、手触り及び肌触りがよくて使用するのに好適である。なお、上部補強シート２４’の
材質はこれに限られるものではなく、被貼着部に対する側が粘着するシートであればよく
、また、貼着する前はこの粘着剤層に離型紙が貼付されているものでもよく、シートに繊
維が含まれていて強化されているものでもよく、シートが合成樹脂から形成されているも
のでもよく、前記の雌側の面ファスナーに変えて雄側の面ファスナーを採用してもよい。
さらに、粘着剤層を有しない熱溶着性の合成樹脂シートを使用して熱接着してもよい。
【００２５】
　上記のように構成すると、液体を収納した流体収納袋Ａを上部側穴２４を利用して持ち
上げたり持ち運んだりする場合に、流体収納袋Ａによる荷重が、上部側穴２４を取り囲む
表裏２枚のシート１０ａ，１０ｂによって支えられるだけでなく、上部側穴２４の周囲に
貼着した上部補強シート２４’によっても支えられることになり、上部側穴２４の強度が
より一層向上することになる。
【００２６】
　また、流体収納袋Ａの前記延長部２０には、図１における右側において、溶着部２０ａ
の一部が溶着されずに開口部２０’ａが形成されており、開口部２０’ａを通じて内部が
中空の収納部２０’が形成されている。当該収納部２０’は、流体収納袋Ａに付属の身体
装着用紐Ｂを収納するためのもので、当該身体装着用紐Ｂは、図１に示すように、巻回さ
れた状態で開口部２０’ａを通じて出し入れ可能に前記収納部２０’に収納されている。
【００２７】
　次に、図２により袋本体１０の底部１５について説明する。この底部１５はガゼット状
に折り畳むことによりマチが形成されている。すなわち、表裏シート１０ａ，１０ｂは、
底部１５において、その対向面側に折返されている。折返し片１６ａ，１７ａは頂部１８
において連続している。このようにして、表裏２枚の折重ね部１６，１７が形成される。
いずれの折重ね部１６，１７にも斜め方向の溶着部１６ｂ，１７ｂが形成されており、袋
内の液体や気体がこの溶着部１６ｂ，１７ｂにより遮断されて底部の隅角部１８ａに到達
しないように構成されている。このような底部構造を有しているので、内部に液体や気体
等の流体を収納した場合には、底部１５が広がる形態になる。
【００２８】
　本実施例では、袋本体１０が表裏２枚のシート１０ａ，１０ｂでできた扁平なものであ
って底部１５にマチを有するものを示したが、底部にマチを有さないもの、逆に、袋本体
の側部にもマチを有するものもこの発明の範囲内である。
【００２９】
　また、流体収納袋Ａは、その袋底部１５の左右両側の偶角部１８ａそれぞれに底部側穴
１５ａが設けられている。すなわち、底部側穴１５ａは左右前後で４箇所となる。そして
、当該底部側穴１５ａの周囲には底部補強シート１５ａ’が貼着されている。
【００３０】
　底部補強シート１５ａ’は、前述した上部補強シート２４’と同様であるが、被貼着部
に対する側に粘着剤層を有し、反対側の面が面ファスナーの雌側であるループが形成され
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たものを使用している。このような底部補強シート１５ａ’は、ループを形成する基材シ
ートが丈夫であるため十分な強度を備えており、かつ、手触り及び肌触りがよくて使用す
るのに好適である。なお、底部補強シート１５ａ’の材質はこれに限られるものではなく
、被貼着部に対する側が粘着するものであればよく、また、貼着する前はこの粘着剤層に
離型紙が貼付されているものでもよく、シートに繊維が含まれていて強化されているもの
でもよく、シートが合成樹脂から形成されているものでもよく、前記の雌側の面ファスナ
ーに変えて雄側の面ファスナーを採用してもよい。さらに、粘着剤層を有しない熱溶着性
の合成樹脂シートを使用して熱接着してもよい。
【００３１】
　なお、底部補強シート１５ａ’を貼着する箇所は、底部側穴１５ａの周囲に限られるも
のではなく、少なくとも底部側穴１５ａの左右両側を含む下方側に底部補強シートを貼着
してもよい。
【００３２】
　また、本実施例においては、製造の手間及びコストの関係で、図２における前面側の左
右両側に底部補強シート１５ａ’を設けているが、左右前後の４箇所の底部側穴１５ａの
全てに設けてもよく、さらに、各底部側穴１５ａが形成されている折重ね部１６，１７の
表裏に設けて増強してもよい。
【００３３】
　図３は、本実施例の流体収納袋Ａに液体を収納し、必要に応じてリュックのように背負
うことができる形態に構成したものである。すなわち、流体収納袋Ａの延長部２０の図１
及び図３における右側の収納部２０’に収納されている前記身体装着用紐Ｂを取り出し、
流体収納袋Ａの延長部２０に設けた手提げ用としての上部側穴２４と袋底部１５の左右両
側の偶角部１８ａに設けた底部側穴１５ａとの間に、前記身体装着用紐Ｂを掛け渡し、こ
の身体装着用紐Ｂにより流体収納袋Ａを背負うことができるようにしたものである。
【００３４】
　また、本実施例の流体収納袋Ａに気体を収納して浮袋として使用する場合は、前記の上
部側穴２４と底部側穴１５ａとを利用して身体装着用紐Ｂにより身体に装着すればよい。
【００３５】
　次に、流体収納袋Ａにおける液体や気体等の流体の出し入れを行うための上記注入排出
筒３０について説明する。
【００３６】
　当該注入排出筒３０は、同じくプラスチックフィルムよりなる扁平筒状体であり、内容
物（液体や気体）の注入と排出との双方を行う。図１に示すように、その下端３２ｂは、
前記の上部溶着部１２ａすなわち流体送通箇所１４よりやや下方に位置している。この注
入排出筒３０を構成する表裏シート３０ａ，３０ｂは、その両側部３２ｃ，３２ｄにおい
て相互に溶着され、その上端３２ａ及び下端３２ｂが開口している。そして、この注入排
出筒３０は袋本体１０に対して次のように取付けられる。すなわち、流体送通箇所１４に
おいて、注入排出筒３０の図１における手前側（表側）のシート３０ａの外面は、袋本体
１０を構成する手前側（表側）のシート１０ａの内面と溶着されている。また、注入排出
筒３０を構成する背面側（裏側）のシート３０ｂの外面は、袋本体１０を構成する背面側
（裏側）のシート１０ｂの内面に溶着されている。このようにして、注入排出筒３０が袋
本体１０に溶着固定されるとともに、注入排出筒３０の下方に位置する流体送通箇所１４
のみにおいて、袋本体１０は注入排出筒３０を通じて外部と連通しており、袋本体１０は
その余の箇所においては全て密閉している。
【００３７】
　そして、前面側のシート１０ａと注入排出筒３０との間の空間部は、注入排出筒３０を
折り畳んだ状態で収容するためのポケット部を形成する。背面側のシート１０ｂの前記箇
所２２においては、このポケット部を閉じる蓋２８が溶着されている。図１に示す状態に
おいて液体等を袋本体１０の内部に注入した後、注入排出筒３０をその軸方向に折畳んで
、ポケット部の内部に収納する。また、蓋２８に面ファスナーの雌部材２８ｃが設けられ



(7) JP 2019-89572 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

ており、蓋２８を袋本体１０の側に折り返した際に雌部材２８ｃと対応する箇所に雄部材
１０ｃが取り付けられている。そして、蓋２８を、ポケット部に収納した注入排出筒３０
の折畳み体を覆うようにして、袋本体１０を構成する前面側の表シート１０ａのさらに前
面側に折り返し、図３に示すように、蓋２８に配した面ファスナーの雌部材２８ｃと袋本
体１０を構成する前面側の表シート１０ａに配した面ファスナーの雄部材１０ｃを係合さ
せることにより、ポケット部を蓋２８により閉塞する。このようにポケット部を蓋２８に
より閉塞すると、注入排出筒３０の折畳み状態が保持される。したがって、袋内部に収納
された液体や気体等の流体が外部へ漏出しようとしても、このように折り畳み状態が保持
された注入排出筒３０を液体や気体等の流体が通過することができない。
【００３８】
　また、前記の雌部材２８ｃには穴が形成されている。この穴は上下にある円形口と両者
を連結する線状の切込みとからなる。そして、注入排出筒３０を引き延ばした状態で、こ
の穴に挿入する。これにより、注入排出筒３０は穴により絞り込まれる。この穴は上下に
円形口を有することによりその拡開が容易であり、したがって、注入排出筒３０の挿入が
容易である。しかも、２つの円形口の間に線状の切込みを有することにより、挿入された
注入排出筒３０がこの切込みの箇所で強く圧迫されて、効果的な絞り込み状態を得ること
ができ、排出量を調整することができる。
【００３９】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で
実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、
変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同
様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００４０】
　Ａ・・・・・流体収納袋
　Ｂ・・・・・身体装着用紐
　１０・・・・袋本体
　１０ａ・・・袋本体を構成する表側のシート
　１０ｂ・・・袋本体を構成する裏側のシート
　１０ｃ・・・面ファスナーの雄部材
　１２ａ・・・上部溶着部
　１２ｂ・・・左側溶着部
　１２ｃ・・・右側溶着部
　１２ｄ・・・底部溶着部
　１２ｅ・・・底部溶着部
　１４・・・・流体送通箇所
　１５・・・・底部
　１５ａ・・・底部側穴
　１５ａ’・・底部補強シート
　１６・・・・折り重ね部
　１６ａ・・・折り返し片
　１６ｂ・・・溶着部
　１７・・・・折り重ね部
　１７ａ・・・折り返し片
　１７ｂ・・・溶着部
　１８・・・・頂部
　１８ａ・・・偶角部
　２０・・・・延長部
　２０’・・・収納部
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　２０’ａ・・開口部
　２０ａ・・・延長部の上端
　２０ｂ・・・延長部の左側部
　２０ｃ・・・延長部の左側部
　２２・・・・非溶着箇所
　２４・・・・上部側穴
　２４’・・・上部補強シート
　２８・・・・蓋
　２８ｃ・・・面ファスナーの雌部材
　３０・・・・注入排出筒
　３０ａ・・・注入排出筒を構成する表側のシート
　３０ｂ・・・注入排出筒を構成する裏側のシート
　３２ａ・・・注入排出筒の開放上端
　３２ｂ・・・注入排出筒の開放下端
　３２ｃ・・・注入排出筒の左側溶着部
　３２ｄ・・・注入排出筒の右側溶着部

【図１】 【図２】
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